




世界貿易機関を設立するマラケシュ協定　抄　(平成６年 12 月 28 日)

この協定の締約国は、

　貿易及び経済の分野における締約国間の関係が、生活水準を高め、完全雇用並びに

高水準の実質所得及び有効需要並びにこれらの着実な増加を確保し並びに物品及びサ

ービスの生産及び貿易を拡大する方向に向けられるべきであることを認め、他方にお

いて、経済開発の水準が異なるそれぞれの締約国のニーズ及び関心に沿って環境を保

護し及び保全し並びにそのための手段を拡充することに努めつつ、持続可能な開発の

目的に従って世界の資源を最も適当な形で利用することを考慮し、

　（中略）

　関税その他の貿易障害を実質的に軽減し及び国際貿易関係における差別待遇を廃止

するための相互的かつ互恵的な取極を締結することにより、前記の目的の達成に寄与

することを希望し、

　よって、関税及び貿易に関する一般協定、過去の貿易自由化の努力の結果及びウル

グァイ・ラウンドの多角的貿易交渉のすべての結果に立脚する統合された一層永続性

のある多角的貿易体制を発展させることを決意し、

　この多角的貿易体制の基礎を成す基本原則を維持し及び同体制の基本目的を達成す

ることを決意して、

　次のとおり協定する。

第一条　機関の設立

　この協定により世界貿易機関(WTO)を設立する。

第二条　世界貿易機関の権限

　世界貿易機関は、附属書に含まれている協定及び関係文書に関する事項について、

加盟国間の貿易関係を規律する共通の制度上の枠組みを提供する。

（略）

　附属書一、附属書二及び附属書三に含まれている協定及び関係文書(以下「多角的貿

易協定」という。)は、この協定の不可分の一部を成し、すべての加盟国を拘束する。

　附属書四に含まれている協定及び関係文書(以下「複数国間貿易協定」という。)は、

これらを受諾した加盟国についてはこの協定の一部を成し、当該加盟国を拘束する。

複数国間貿易協定は、これらを受諾していない加盟国の義務又は権利を創設すること



はない。

　附属書一Ａの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下「千九百九十四

年のガット」という。)は、国際連合貿易雇用会議準備委員会第二会期の終了の時に採

択された最終議定書に附属する千九百四十七年十月三十日付けの関税及び貿易に関す

る一般協定がその後訂正され、改正され又は修正されたもの(以下「千九百四十七年の

ガット」という。)と法的に別個のものである。

附属書一

　附属書一Ａ　物品の貿易に関する多角的協定

　　千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定

　　農業に関する協定

　　衛生植物検疫措置の適用に関する協定（ＳＰＳ協定）

　　繊維及び繊維製品(衣類を含む。)に関する協定

　　貿易の技術的障害に関する協定（ＴＢＴ協定）

　　貿易に関連する投資措置に関する協定

　　千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定

　　千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定

　　船積み前検査に関する協定

　　原産地規則に関する協定

　　輸入許可手続に関する協定

　　補助金及び相殺措置に関する協定

　　セーフガードに関する協定

　附属書一Ｂ　サービスの貿易に関する一般協定

　附属書一Ｃ　知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

附属書二

　紛争解決に係る規則及び手続に関する了解

附属書三

　貿易政策検討制度

附属書四　複数国間貿易協定

　民間航空機貿易に関する協定

　政府調達に関する協定

　国際酪農品協定

　国際牛肉協定



関税及び貿易に関する一般協定（1947 年のガット）　抄

　オーストラリア連邦、ベルギー王国、ブラジル合衆国、ビルマ、カナダ、セイロン、

チリ共和国、中華民国、キューバ共和国、チェッコスロヴァキア共和国、フランス共

和国、インド、レバノン、ルクセンブルグ大公国、オランダ王国、ニュー・ジーラン

ド、ノールウェー王国、パキスタン、南ローデシア、シリア、南アフリカ連邦、グレ

ート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の政府は、

　貿易及び経済の分野における締約国間の関係が、生活水準を高め、完全雇用並びに

高度のかつ着実に増加する実質所得及び有効需要を確保し、世界の資源の完全な利用

を発展させ、並びに貨物の生産及び交換を拡大する方向に向けられるべきであること

を認め、

　関税その他の貿易障害を実質的に軽減し、及び国際通商における差別待遇を廃止す

るための相互的かつ互恵的な取極を締結することにより、これらの目的に寄与するこ

とを希望して、

　それぞれの代表者を通じて次のとおり協定した。

第二十条　一般的例外

　この協定の規定は、締約国が次のいずれかの措置を採用すること又は実施すること

を妨げるものと解してはならない。ただし、それらの措置を、同様の条件の下にある

諸国の間において任意の若しくは正当と認められない差別待遇の手段となるような方

法で、又は国際貿易の偽装された制限となるような方法で、適用しないことを条件と

する。

（ａ）略

（ｂ）人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置

（ｃ）～（ｆ）略

（ｇ）有限天然資源の保存に関する措置。ただし、この措置が国内の生産又は消費に

対する制限と関連して実施される場合に限る。

（ｈ）～（ｊ）略


